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小松島市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 

小松島市議会会議規則（昭和４２年議会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項本文中「ときは」の次に「，会議に宣告することにより」を加え，同条中第

３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３　前項の規定にかかわらず，議長は，会議中でない場合であって緊急を要するときその他の

特に必要があると認めるときは，会議時間を変更することができる。 

　第１４条及び第１７条中「そなえ」を「備え」に改める。 

　第１９条第１項中「承認を要する」を「許可を得なければならない。ただし，会議の議題と

なる前においては，議長の許可を得なければならない」に改め，同条第２項及び第３項中「承

認」を「許可」に改める。 

　第２０条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。 

　第２７条中「第２５条（」の次に「（」を，「宣告」の次に「）」を加える。 

　第２９条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従って」に改め，「を備え付けの投票

箱に投入」を削る。 

　第３１条第３項中「聞いて」を「聴いて」に改める。 

　第３７条第１項中「第１２９条（」の次に「（」を，「委員会付託」の次に「）」を加え，

「聞き」を「聴き」に改める。 

　第３８条中「まって」を「待って」に改める。 

　第３９条第１項中「ついで」を「次いで」に改める。 

　第４４条第２項中「審査」の次に「又は調査」を，「第３８条（」の次に「（」を，「時

期」の次に「）」を加え，「会議」を「議会」に改める。 

第４５条第２項中「ときは」の次に「，議会の承認を得て」を加える。 

 



第５０条第１項及び第５２条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

　第５５条第１項中「すべて」を「全て」に改め，同条第２項中「場合は」の次に「，」を加

える。 

　第６４条中「第５６条（」の次に「（」を，「回数」の次に「）」を，「第６０条（」の次

に「（」を，「終結」の次に「）」を加える。 

　第６６条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。 

　第６７条中「とろう」を「採ろう」に改める。 

　第７０条第１項中「とろう」を「採ろう」に改め，同条第２項中「とら」を「採ら」に改め

る。 

　第７１条第１項中「とる」を「採る」に改める。 

　第７４条中「第２７条（」の次に「（」を，「出入口閉鎖」の次に「）」を，「第２８条

（」の次に「（」を，「点検」の次に「）」を，「第２９条（」の次に「（」を，「投票」の

次に「）」を，「第３０条（」の次に「（」を，「終了」の次に「）」を，「第３１条（」の

次に「（」を，「効力」の次に「）第１項から第３項まで」を，「第３２条（」の次に「（」

を，「報告」の次に「）」を，「第３３条（」の次に「（」を，「保存」の次に「）」を加え

る。 

　第７６条ただし書中「とら」を「採ら」に改める。 

　第７７条第１項中「とら」を「採ら」に改め，同条第２項中「とる」を「採る」に改め，同

条第３項中「すべて」を「全て」に，「とる」を「採る」に改める。 

　第１章中「第９節　公聴会，参考人」を「第９節　公聴会及び参考人」に改める。 

　第８０条第１項中「いう。）は，」の次に「前述の規定により」を加え，「文書」を削る。 

　第８５条第２項中「又はその他の」を「その他議長が適当と認める」に改める。 

　第８７条中「第６５条（」の次に「（」を，「訂正」の次に「）」を加える。 

 



第９４条の２の見出しを「出席委員に関する措置」に改め，同条第１項中「小松島市議会

委員会条例（昭和４２年小松島市条例第１８号）第１５条の２第２項の規定により委員長に申

し出して，オンライン会議システムにより会議に出席した委員は，前条第１項，第９６条，第

１０５条第１項，第１１５条第２項，第１２４条及び第１２６条の出席委員とする」を「この

章における出席委員には，小松島市議会委員会条例（昭和４２年小松島市条例第１８号。以下

「委員会条例」という。）により，映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しなが

ら通話をすることができる（以下「オンラインによる方法」という。）で委員会に出席してい

る委員を含む」に改め，同条第２項中「オンライン会議システム」を「オンラインによる方

法」に改める。 

　第１１１条及び第１１３条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

　第１１４条第１項中「議員」の次に「（以下この条において「委員外議員」という。）」を

加え，「（オンライン会議システムを活用した出席を含む。）」を削り，同条第２項中「委員

でない議員」を「委員外議員」に，「申し出」を「申出」に改め，同条に次の２項を加える。 

３　前２項の場合において，委員会条例の規定により，委員会がオンラインによる方法で開か

れているときは，委員外議員は，オンラインによる方法で説明し，若しくは意見を述べ，

又は発言することができる。 

４　前項の委員外議員が，オンラインによる方法で説明し，若しくは意見を述べ，又は発言す

ることを希望するときは，あらかじめ委員長に届け出なければならない。 

　第１１９条の見出し中「朗読」を「配布」に改め，同条中「職員をして朗読させる」を「そ

の写しを委員に配布する」に改め，同条に次のただし書を加える。 

ただし，やむを得ないときは，朗読をもって配布に代えることができる。 

　第１２０条中「とろう」を「採ろう」に改める。 

　第１２１条に次のただし書を加える。 

ただし，委員会条例の規定により，オンラインによる方法で出席している委員は，この

限りでない。 



 

第１２３条中「とろう」を「採ろう」に，「オンライン会議システムを活用した会議にあ

っては挙手」を「オンラインによる方法で出席している委員にあっては挙手。第１２６におい

て同じ。」に改め，「（オンライン会議システムを活用した会議にあっては挙手者）」を削

り，同条に次の１項を加える。 

２　委員長が起立者又は挙手者の多少を認定しがたいとき，又は委員長の宣告に対して出席委

員から異議があるときは，委員長は，記名又は無記名の投票で表決を採らなければならな

い。 

第１２４条第１項中「とる」を「採る」に改め，同条第２項中「オンライン会議システム

を活用した」を「オンラインによる方法で開かれている」に，「とる」を「採る」に改める。 

第１２４条の次に次の３条を加える。 

（記名投票） 

第１２４条の２　記名投票を行う場合には，問題を可とする者は所定の白票を，問題を否とす

る者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。 

　（無記名投票） 

第１２４条の３　無記名投票を行う場合には，問題を可とする者は賛成と，問題を否とする者

は反対と所定の投票用紙に記載し，投票箱に投入しなければならない。 

２　無記名投票による表決において，賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は，

否とみなす。 

　（選挙規定の準用） 

第１２４条の４　記名投票，又は無記名投票を行う場合には，第２８条（（投票用紙の配布及

び投票箱の点検）），第２９条（（投票）），第３０条（（投票の終了）），第３１条

（（開票及び投票の効力））第１項から第３項まで及び第３２条（（選挙結果の報告））

第１項の規定を準用する。 

 



第１２６条ただし書中「（オンライン会議システムを活用した会議にあっては挙手）」を

削り，「とら」を「採ら」に改める。 

　第１２７条第２項中「提出年月日，」を「提出年月日並びに」に改め，同条第５項中「承

認」を「許可」に改め，同条に次の１項を加える。 

６　議員が請願の紹介を取り消そうとするときは，会議の議題となった後においては議会の許

可を得なければならない。ただし，会議の議題となる前においては，議長の許可を得なけ

ればならない。 

　第１２９条第１項ただし書中「議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要

がないと認めるときは，この限りでない」を「常任委員会に係る請願は，議会の議決で特別委

員会に付託することができる」に改め，同条第２項中「前項の規定にかかわらず，議長が特に

必要があると認めるときは，常任委員会に係る請願は，議会の議決で，特別委員会に付託する

ことができる」を「委員会の付託は，議会の議決で省略することができる」に改め，同条第３

項中「みなす」を「みなし，それぞれの委員会に付託する」に改める。 

　第１３０条第１項中「（オンライン会議システムを活用した説明を含む。）」を削り，同条

に次の２項を加える。 

３　前項の場合において，委員会条例により，委員会がオンラインによる方法で開かれている

ときは，紹介議員は，オンラインによる方法で説明することができる。 

４　前項の紹介議員が，オンラインによる方法で説明することを希望するときは，あらかじめ

委員長に届け出なければならない。 

　第１３１条第１項中「意見を付け，」を削り，同条中第２項を第３項とし，第１項の次に次

の１項を加える。 

２　委員会は，必要があると認めるときは，請願の審査結果に意見を付けることができる。 

　第１３２条中「ものについては」の次に「，」を加える。 

 



第１３３条中「，その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改め

る。 

　第１３７条中「第３７条（」の次に「（」を，「委員会付託」の次に「）」を加える。 

　第１４０条中「外とう，えり巻，つえ，かさ」を「コート，マフラー，傘」に改め，同条た

だし書中「議長の許可を得たときは」を「会議への出席に必要と認められる物であって議長に

あらかじめ届け出たものについては」に改める。 

　第１４５条の見出し中「印刷物」を削り，同条中「，新聞紙，文書等の印刷物」を「等」に

改める。 

　第１４７条中「すべて」を「全て」に改める。 

　第１４８条第２項ただし書中「第４９条（」の次に「（」を，「保持」の次に「）」を，

「第１１０条（」の次に「（」を加える。 

　第１４９条中「第３７条（」の次に「（」を，「委員会付託」の次に「）」を加え，「こと

は」を「ことが」に改める。 

　第１４９条の次に次の１条を加える。 

(代理弁明） 

第１４９条の２　議員は，自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の

弁明をする場合において，議会又は委員会の同意を得たときは，他の議員をして代わって弁

明させることができる。 

附　則 

　この規則は，令和６年４月１日から施行する。


